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新型コロナウイルス感染症発生に伴う職員の出勤等及び服務の取扱いについて（通知）

新型コロナウイルス感染症発生に伴う本市職員の出勤等について、感染拡大防止の観点

から、１のとおり取扱うので通知します。また、服務の取扱いについて２のとおり通知しま

す。

１ 出勤等について

（１）職員は、発熱等の風邪の症状が見られるときは出勤を見合わせ、自宅等での療養に努

めてください。また、風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上（※）続いている（解
熱剤を飲み続けなければならないときを含む）場合や強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ

（呼吸困難）がある場合は、居住地の「帰国者・接触者相談センター」に相談し、その

指示に従ってください。

  ※糖尿病などの基礎疾患等のある方は２日程度 

【参考】新型コロナウイルスを防ぐには（厚生労働省ＨＰ）

https://www.mhiw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf
（２）職員の同居の家族等が新型コロナウイルスに感染した又は感染が疑われると医師等

が判断した場合など、職員本人が濃厚接触者となった場合についても出勤を見合わせ、

医師等の指示に従って自宅待機に努めてください。

２ 服務について

（１）上記１（１）に該当する場合

   年次休暇又は病気休暇

（２）上記１（２）に該当する場合

  有給職免

（３）臨時・非常勤職員の服務の取扱いは、正規職員と異なる部分がありますので、詳細に

ついては、担当課より別途通知します。

（４）職員の服務に関する詳細については、担当課より別途通知します。

３ その他

  上記の取扱いについて、今後の状況の変化や医学的知見等に基づき新たに見直しが必

要となる場合は、その都度通知します。

【職員の服務に関すること】総務企画局人事部人事課

内線 ２２１３１

【その他勤務条件等に関すること】総務企画局人事部労務課

内線 ２２２１１








